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（目的） 

第１条 この条例は、本市の中小企業の振興に関し、基本理念を定め、市及び

中小企業者等の責務を明らかにするとともに、中小企業の振興に関する施策

（以下「中小企業振興施策」という。）を総合的に推進し、もって本市経済

の振興及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。 

＜解説＞ 

 本条では、この条例の目的を簡潔に規定しています。 

この条例は、本市経済の振興と市民生活の向上を図ることを目的として、中

小企業の振興に関する基本的な方向性を市内外に示す、いわゆる「理念型」の

条例です。 

 

 

 

 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

（１） 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条

第１項各号に掲げるものであって、市内に事務所又は事業所を有するもの

をいう。 

（２） 商工会 商工会法（昭和３５年法律第８９号）に規定する商工会で

あって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。 

（３） 中小企業団体 事業協同組合その他の中小企業の振興を目的とする

団体をいう。 

（４） 中小企業者等 中小企業者、商工会及び中小企業団体をいう。 

（５） 大企業者 中小企業者以外の事業者で、市内に事務所又は事業所を

有するものをいう。 

（６） 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者及び市内で活動を行

う個人又は法人その他の団体（中小企業者等及び大企業者を除く。）をい

う。 

 

＜解説＞ 

 本条では、この条例で使用している用語のうち、共通認識を図っておきたい

用語について、その定義を規定しています。 
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 第１号「中小企業者」とは、「中小企業基本法」第２条第１項各号に定める定

義のとおりとし、市内に事務所又は事業所を有し、資本金又は従業員数がいず

れかの基準を満たす会社及び個人をいいます。 

業種 資本金 従業員数 

製造業、建設業、運輸業

その他の業種（下記以外） 
３億円以下 ３００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

サービス業 ５千万円以下 １００人以下 

小売業 ５千万円以下 ５０人以下 

 なお、この条例では、個々の経営体についていう場合は「中小企業者」、中小

企業全体を言う場合は、「中小企業」というように、「者」の有無で使い分けて

います。 

 

 第２号「商工会」とは、「商工会法」に規定する商工会であって、市内に事務

所又は事業所を有するものをいいます。 

 

 第３号「中小企業団体」とは、事業協同組合をはじめとする中小企業の振興

を目的とする団体をいいます。 

 

第４号「中小企業者等」とは、中小企業者、商工会及び中小企業団体の総称

をいいます。 

 

第５号「大企業者」とは、市内に事務所又は事業所を有して事業を営む者で、

第１号の「中小企業者」以外のものをいいます。 

 

第６号「市民」とは、市内に居住する者のほか、市外に居住する者であって

も、市内に通勤、通学をする者及び市内で活動を行う個人又は法人、関係団体

を含みます。ただし、第４号の「中小企業者等」や第５号の「大企業者」は除

かれます。 
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（基本理念） 

第３条 中小企業の振興は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなけれ

ばならない。 

（１） 中小企業者等の自らの創意工夫及び自主的な努力が尊重されること。 

（２） 市、中小企業者等、大企業者及び市民の相互の協力の下で行われる

こと。 

（３） 地域資源の活用その他の地域経済の循環に努めること。 

＜解説＞ 

 本条では、中小企業の振興における基本的な考え方を規定しています。 

 第１号では、中小企業者の多様で活力のある発展に向け、中小企業者自らが

積極的に新事業を切り拓き、創意工夫と経営の向上に対する主体的な努力を促

進するような取組が重要であることを規定しています。 

 第２号では、中小企業の振興に当たっては、本市の中小企業の振興に関わる

全ての者が、連携・協力して取り組むことが重要であることを規定しています 

 第３号では、中小企業と地域社会は、互いに支え、支えられる密接な関係に

あることを踏まえ、中小企業の振興は、中小企業を対象とした施策のみならず、

地域活性化の取組との相乗効果が得られるように施策を進めることが重要であ

ることを規定しています。 

近年の少子高齢化の進行、人口減少及び経済のグローバル化等の社会情勢の

変化により、厳しい状況に直面している本市において、中小企業の市場の維持

拡大のためには、産業振興の観点だけでなく、教育やまちづくりなども含めた

総合的な観点に立った取組が必要と考えられます。 

経済的・社会的環境の変化に対して中小企業者が的確に対応し、成長発展し

ていくため、地域資源の活用や消費拡大、地域経済への再投資など、地域経済

の循環の促進により活性化を図るということを示しています。 
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（市の責務） 

第４条 市は、前条の基本理念に基づき、中小企業振興施策を総合的、かつ、

計画的に推進し、実施するよう努めるものとする。 

２ 市は、中小企業振興施策の推進に当たっては、国、県その他関係機関との

連携協力に努めるものとする。 

＜解説＞ 

 本条では、中小企業の振興を推進していく上での、市の責務を規定していま

す。 

 第１項では、近年の社会的情勢の変化を的確に捉えながら、中小企業の振興

が地域経済の活性化及び住民生活の向上に貢献することを踏まえ、中小企業振

興施策の推進等、適切な措置を講じることを明記しています。 

 第２項では、基本理念を実現するため、市が、国、県や中小企業者、大企業

者等と連携、協力に努め、より効果的な施策を推進することを明記しています。 

 

 

 

 

 

（商工会の役割） 

第５条 商工会は、中小企業者の持続的発展を支援するとともに、市と連携し

て中小企業振興施策に取り組むよう努めるものとする。 

＜解説＞ 

本条では、中小企業の振興を推進していく上での、商工会の役割を規定して

います。 

商工会が、中小企業者の経営に関する相談及び指導等により、中小企業者の

持続的発展を支援するとともに、新たな需要の開拓や地域全体で支援する体制

の拡充強化を図るため、市と連携して中小企業振興施策に取り組むよう努める

ということを明記しています。 
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（中小企業者の役割） 

第６条 中小企業者は、社会情勢の変化に応じ、経営の革新、経営基盤の強化、

人材育成等に努めるものとする。 

２ 中小企業者は、事業を通じて、地域社会に参画することにより、地域社会

を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域社会への貢献及び市民生

活の向上に努めるものとする。 

＜解説＞ 

 本条では、中小企業の振興を推進していく上での、中小企業者の役割を規定

しています。 

 第１項では、基本理念に定める中小企業者の自らの創意工夫及び自主的な努

力に基づく事業活動を行うことにより、経営の革新、経営基盤の強化に努め、

事業者自らが地域経済の基盤を形成していることを認識し、人材の育成、雇用

の創出に努めることを明記しています。 

 第２項では、地域社会を構成する一員として、社会的責任を認識し、地域に

おける環境美化活動等の地域社会の貢献及び市民生活の向上に努めることを明

記しています。 

 

 

（大企業者の役割） 

第７条 大企業者は、中小企業の振興が地域経済の発展において果たす役割の

重要性を理解し、市が実施する中小企業振興施策に協力するよう努めるもの

とする。 

２ 大企業者は、事業活動を行うに当たっては、中小企業者等との連携及び協

力に努めるものとする。 

＜解説＞ 

 本条では、中小企業の振興を推進していく上での、大企業者の役割を規定し

ています。 

 大企業者は、地域社会や中小企業者に対して大きな影響力を有していること

から、中小企業者が地域に対して果たす役割を理解し、中小企業者等との連携

を図るとともに、中小企業振興施策の推進及び中小企業の発展に協力するよう

努めることを明記しています。 
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（中小企業団体の役割） 

第８条 中小企業団体は、中小企業者の経営向上のための支援に取り組むとと

もに、市が実施する中小企業振興施策に協力するよう努めるものとする。 

＜解説＞ 

 本条では、中小企業の振興を推進していく上での、事業協同組合、商店街組

織、各種関係団体等、市内における経済活動の発展に寄与する団体等の役割に

ついて規定しています。 

 中小企業団体は、中小企業が地域に対して果たす役割を理解し、中小企業者

の経営向上のための支援に取り組むとともに、市との連携・協力により、中小

企業の振興に努めることを明記しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（市民の理解と協力） 

第９条 市民は、中小企業の振興が市民生活の向上に寄与することを理解し、

中小企業の成長及び発展に協力するよう努めるものとする。 

＜解説＞ 

 本条では、中小企業の振興を推進していく上での、市民の理解と協力につい

て規定しています。 

 市民の皆様にも、中小企業の振興が、市民生活の向上や地域経済の活性化に

寄与することを理解していただくとともに、中小企業の振興に関し、中小企業

への就職や市内製造、産品の利用、市内における消費活動等の積極的な協力を

期待するものです。 
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（施策の基本方針） 

第１０条 市は、第３条の基本理念に基づき、国、県その他関係機関と連携し

つつ、次に掲げる事項を基本として行うものとする。 

（１） 中小企業者の経営の安定及び経営の革新を促進すること。 

（２） 中小企業の創業及び中小企業者の新技術開発を促進すること。 

（３） 中小企業者等、大企業者、関係団体等との相互の連携及び協力を促

進すること。 

（４） 中小企業者における人材の確保及び育成を促進すること。 

（５） 前各号に掲げるもののほか、中小企業の振興に必要な施策を促進す

ること。 

＜解説＞ 

 本条では、市が行う施策の基本的な方針について規定しています。 

 今後は、この方針に基づき、社会情勢の変化に対応しながら、具体的な施策

を展開していくことになります。 

 また、この基本的な方針は、市が行う施策だけでなく、市全体の共通認識と

して位置付けています。 

 

 

（財政上の措置） 

第１１条 市は、中小企業振興施策を推進するため、必要な財政上の措置を講

ずるよう努めるものとする。 

＜解説＞ 

 本条では、中小企業の振興に関する施策を推進するために、市は、必要な財

源確保に努めることを規定しています。 
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（中小企業振興会議） 

第１２条 中小企業振興施策に関する事項を調査審議させるため、雲仙市中小

企業振興会議を設置する。 

２ 雲仙市中小企業振興会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

＜解説＞ 

 本条第１項では、施策の実施について中小企業者の「生の声」を集め、地域

の現状及び課題を把握するとともに、施策に反映していくため、有識者に意見

を求める「雲仙市中小企業振興会議」を設置することを規定しています。 

 第２項では、中小企業振興会議の組織及び運営については、規則で定めるこ

とを規定しています。 

 


